






























































































要  約

1.研究の目的

  本研究の主たる目的は、結婚・育児生活と職業生活の両立の観点から、雇用労働者に対

する各企業の勤務諸制度や福利厚生面等での支援策、及び少子化に対する経営計画を含め

た将来の人事管理等の対応について探ることにある。

  将来の若年労働力の不足は女性や高齢者の活用で補うと言われているが、それが本当な

らば女性労働のために具体的な保育や育児の対策が立てられていなければならない。そこ

で各企業の人事労務関係者を対象に直接聞き取り調査を実施した。

  本調査の聞き取り調査は、主に次の3点にポイントを置いて実施した。第 1に、企業や

労働組合が現下の話題である少子化という現象をどのように把握しているのかを明らかに

すること。第 2 に、その上で、企業はそのためにどのような対策を立てているのか(ある

いは立てていないのか)を探ること。第3に、企業は自社の社員について家族の状況(共稼

ぎか否か、保育園に通う子どもがいるのかどうか、家族に要介護者はいるか、社内結婚者

がどれくらいいるのか)などについてどの程度把握しているのかを探ることである。企業

が働く社員の家族状況を把握しているかどうかは、育児休業の取りやすい企業環境である

かどうかの決め手ともなりうる。

  また、本研究では、少子化に関する先行研究の論文サーベイの検討も行った。これまで、

経済学、社会学、人口学、社会保障学などの領域から多くの研究が行われている。本稿で

は、 これまでの研究を次の 2 つに絞ってサーベイした。第 1 は、なぜ少子化が生じるの

かである。第 2は、少子化と公共政策の間系である。子どもを産むという極めてプライベ

ートな意思決定にさいして、家族政策は影響を与えることが可能なのかについてこれまで

の先行研究の論文を整理した。したがって本研究は、企業への聞き取り調査の結果と、少

子化に関する先行研究の論文サーベイの二つから成る。

2.調査の方法

  調査は、事前に質問用紙を企業に送付した上で、企業、労働組合の担当者に対するヒア

リング形式により実施した。

  対象業種の選定は出来るだけ幅広く産業を選択し、特に女性労働の比率の高い業種を選

定したが、調査期間等の制約により結果として 11 社の調査となった。また、金融機関が

調査対象から外れた点等、女性労働が多い職揚であることを考えると、今後、さらに調査

をすすめる必要があろう。

3.研究結果の概要

  今回の調査対象となった企業では、その大半が少子化間題と自社の人事管理とを直接結

び付け、危機感を抱き対策を講じているところは少ない。全体的に企業内保育所を整備し



ているところは非常に少ないが、今回の調査では企業内保育所を設置しているいくつかの

企業に調査を行った。その結果、運輸業の企業では、その目的が、女性正社員の継続就業

にあるのではなく、中元や歳暮の繁忙期間中だけの大量な既婚女性のパート・アルバイト

採用のためであった。当然正社員の利用も出来るが、通勤事情により、あまり利用されて

いない実態にある。

  労働者についての情報開示が進まない企業も数社に及んだ。現在、さまざまな機構改革

や人事改革を行っている最中なのかもしれないが、情報を出したくないという状況は企業

のこのテーマへの対応が遅れていると思われても仕方が無いであろう。

  流通業では女性社員が戦力であるため、手厚い育児休業制度が整備されていた。しかし、

他方で働く女性が増えるにつれて営業時間が延長されているため、子育てを必要とする社

員にはきつい状況が待っている。

  輸送用機器製造業の企業では、組み立て作業の現業部門に女性が男性と全く同じ仕事を

するという形で働き始めていた。また、電力・ガス・水道業の 24 時間体制の部門では、

現在は男性だけであるが、 1999 年の労働基準法の女子保護規定が撤廃されたなら、 24

時間体制に女性の配置を考慮することも検討課題にのぼっている。

  以上のことから言えるのは、男女全く差の無い働き方への準備を企業は着々と進めてい

る一方で、 日本の企業では、保育や育児への対応は遅々として進んでいないということ

である。わずか 11 社の事例とは言え、 これが現在の日本の大企業の実態であろう。

　最後に少子化に関する先行研究の論文サーベイについて触れよう。

  我が国の出生率低下は、晩婚化と未婚率の上昇によって引き起こされていることはすで

に明らかとなっているとおりである。晩婚化や未婚率の上昇は、女性の上昇婚志向と高学

歴化があいまっている。出生率低下に関しては、女性の賃金が有意に負の効果を持ってい

ることを指摘する研究は多い。しかし、これだけでは、一貫就業コースと専業主婦コース

にそれほど大きな出生率の格差が無いことを説明できない。家族政策との関連からみると

いくつか有効な研究もでている。保育所対策や児童手当などが十分になれば女性が子ども

を産むことを期待できないわけではないが、まだはっきりした出生促進効果を上げている

とは言えない。唯一、育児休業だけは女性が子供を産んで、かつ就業を継続するというこ

とにたいして実証分析から有効な効果を上げていると伝えている。しかし、これはあくま

でも就業継続の効果であって、子供を産むことを促進する効果ではない。結局、現状では

先行研究から少子化を阻止する決定的なものは現れていないが、少なくとも就労との両立

を可能にする木目細かな対策が必要であることは言うまでもない。


